
 

 

 

京都市区役所事務分掌規則等の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２７年１２月２８日   

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第  号 

   京都市区役所事務分掌規則等の一部を改正する規則 

（京都市区役所事務分掌規則の一部改正） 

第１条 京都市区役所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 

  第６条区民部の款市民窓口課の項第６号中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務

に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関す

る法律」に改め，同号に次のただし書を加える。 

   ただし，文化市民局の所管に属するものを除く。 

  第６条区民部の款市民窓口課の項中第７号を削り，第８号を第７号とし，第９号から

第１４号までを１号ずつ繰り上げる。 

（京都市区役所支所事務分掌規則の一部改正） 

第２条 京都市区役所支所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 

  第６条区民部の款市民窓口課の項第６号中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務

に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関す

る法律」に改め，同号に次のただし書を加える。 

   ただし，文化市民局の所管に属するものを除く。 

  第６条区民部の款市民窓口課の項中第７号を削り，第８号を第７号とし，第９号から

第１４号までを１号ずつ繰り上げる。 

（京都市区役所出張所事務分掌規則の一部改正） 

第３条 京都市区役所出張所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項中第２２号を第２３号とし，第１１号から第２１号までを１号ずつ繰り

下げ，第１０号の次に次の１号を加える。 

    電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律による

事務に関すること。ただし，文化市民局の所管に属するものを除く。 

  第５条第２項第１３号中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を

「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に改め，

同号に次のただし書を加える。 

６２



 

 

 

   ただし，文化市民局の所管に属するものを除く。 

第５条第２項中第１４号を削り，第１５号を第１４号とし，第１６号から第５８号ま

でを１号ずつ繰り上げ，同項第５９号中「第２７号」を「第２６号」に改め，同号を同

項第５８号とし，同項第６０号を同項第５９号とする。 

（京都市事務分掌規則の一部改正） 

第４条 京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。 

  第１０条地域自治推進室の款第１６号中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に

関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する

法律による署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の発行に係る事務に関する

手数料の納付及び同法」に改め，同款第１７号中「電子署名に係る地方公共団体の認証

業務に関する法律施行条例」を「旧電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法

律施行条例」に改める。 

（京都市区役所等に属する職員の兼職及び併任に関する規則の一部改正） 

第５条 京都市区役所等に属する職員の兼職及び併任に関する規則の一部を次のように改

正する 

  第２条第５項第５号中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電

子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に改め，同号

に次のただし書を加える。 

   ただし，文化市民局の所管に属するものを除く。 

   附 則 

この規則は，平成２８年１月１日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 

 


